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墨田区民住宅条例の一部を改正する条例 

 墨田区民住宅条例（平成６年墨田区条例第２４号）の一部を次のように改正する。 

 第８条第１項に次の１号を加える。 

 ⑷ 身体障害者等の支援を図る必要があると認められる者 

 第２３条第２項及び第２９条第１項第３号中「き損」を「毀損」に改める。 

 別表特定公共賃貸住宅の部シティハイム墨田の項中「１０台」を「８台」に改める。 

   付 則 

 この条例は、平成２３年１０月１日から施行する。 

 

 

 

 

  

 


